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第４ 施策の体系 － 総合的な取組 － 

 

   計画目標を達成するために、課題に対応した対策として、未然防止では「消費者 

  教育の充実」、早期解決では「問題解決体制の整備」、発生抑制では「徹底した事業 

  者指導の強化」の３つを設定しました。さらに、高齢者対策として再整理した「高 

  齢者等の被害防止」を加えた４つの施策の柱に施策をまとめました。 

 

 

 

 

 

   

 

 

       

                  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                  

                       

 

 

 

 

 

 

 

ア 「消費者教育連携会議」と「消費 
  者教育研究協議会」の開催 

イ 学習指導要領に基づく消費者教育    
  の推進 

ウ 教職員に対する支援、情報提供 

（１）学校における消費者教育の 
   推進 

施策の柱１ 消費者教育の充実・強化 

エ 研究校（モデル事業）における推 
  進 

オ 大学等における消費者教育の支援 

ア 県消費生活支援センターの消費者 
  教育の拠点機能の強化 

イ 情報提供の機会拡充と消費者教育 
  の取組の「見える化」 

ウ 家庭における消費者教育や自主学 
  習の支援 

（２）地域における消費者教育の 
   推進 

エ 高齢者等に対する消費者教育 

オ 地域の担い手（人材）の育成 
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ア 消費者教育コーディネータの育成 

イ 環境教育 

ウ 食育 

（３）関係機関・団体、関係教育 
   分野との連携 

エ 金融・金銭教育 

オ 法教育 

カ 情報モラル教育 
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施策の柱２ 問題解決体制の整備 

ア 相談・苦情処理体制の充実 

イ 市町村の相談・苦情処理体制の充 
  実 

ウ 外国人に対する相談体制の整備 

（１）消費者相談体制の充実 

エ 多重債務対策 

オ 住まいに関する相談 

ア 裁判外紛争解決の推進 

イ 他の裁判外紛争解決機関との連携 

ウ 適格消費者団体と連携した取組 

（２）紛争の適切な解決 

ア 危害・危険・事故情報の収集、調 
  査及び発信 

イ 商品テストの実施 

ウ 試験検査機関等との連携強化 

（３）消費者事故への迅速な対応 

（５）消費者意見の反映 ア 消費者の意見の県政への反映 

イ 消費者と事業者の交流促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）消費者の組織活動の促進 ア 消費者の自主的活動の促進 

イ 消費者団体の交流・連携の促進 

ウ ＮＰＯ・ボランティアに対する活 
  動促進・情報提供 
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施策の柱３ 徹底した事業者指導の強化  

（１）消費者取引の適正化 

（２）事業者指導 

ア 悪質事業者への処分・指導 

イ 広域連携による対応 

ウ 関係機関及び関係団体と連携した 
  取組 

ア 事業者に対する指導の充実・強化 

イ 事業者・事業者団体による消費者 
  志向経営の推進 

（３）表示・計量の適正化 

（４）食品等の安全性の確保 

（５）生活物資の安定供給 

ア 表示の適正化 

イ 計量の適正化 

ア 総合的な安全対策の推進 

イ 検査・監視体制の充実 

ウ 安全・安心な食品の生産・供給 

エ 食品等に関する情報の提供 

オ リスクコミュニケーション等への 
  参加の推進 

イ 生活物資の安定供給 

ア 価格・需給動向の調査及び監視 

ウ 震災時等における生活物資等の確 
  保 
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施策の柱４ 高齢者等の被害防止 

（３）高齢者等を見守る人への普及 
   啓発 

ア 地域で高齢者等を見守る人への普 
  及啓発 

 

 

 

 

（１）高齢者等への普及啓発 ア 高齢者等への普及啓発 

イ 高齢者等の生活支援に関する情報 
  提供 

 

 

 

（２）高齢者等に対する相談の充実 ア 高齢者等に対する相談体制等の充 
  実 

 

 

 

（４）高齢者等に対する地域の見守 
   り力の向上 

ア 福祉部門と消費生活部門の連携に 
  よる高齢者等の見守り 

イ 市町村の要援護高齢者等支援ネッ 
  トワークと消費者安全確保地域協 
  議会の設置支援 

 

 

 

ウ 各種団体との連携 
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 １ 消費者教育の充実・強化 

 

 （１）学校における消費者教育の推進                        

   ア 「消費者教育連携会議」と「消費者教育研究協議会」の開催 

     「消費者教育連携会議」及び「消費者教育研究協議会」を開催して、学校教育

関係者等との連携を図り、学校における消費者教育の実践を支援します。 

担当課所：消費生活支援センター、義務教育指導課、高校教育指導課 

 

   イ 学習指導要領に基づく消費者教育の推進 

    小・中・高等学校の各学年・教科等における、子供の発達段階や特性に応じた

消費者教育の推進を図ります。 

担当課所：義務教育指導課、高校教育指導課 

 

   ウ 教職員に対する支援、情報提供 

     学校の教職員を対象に、消費者教育の内容や教育手法について学ぶ研修を実施

します。また、学校の教科等での取組・実践の向上を図るため、啓発情報、指導

用資料（教育実践情報）、教材の提供や講師の派遣・支援を行います。 

○ 「消費者教育連携会議」の開催 

  学校教育現場、行政、金融広報委員会の取組状況等の情報を共有し、教員研修

の内容や効果的な広報等について意見交換を実施 

○ 「消費者教育研究協議会」の開催 

  金融・金銭教育を含む消費者教育の普及と指導者の育成を目的に課題検討等を

実施 

○ 学校の授業等での実践・指導 

  小学校生活科、社会科、家庭科、総合的な学習の時間、中学校社会科、技術・

家庭科、総合的な学習の時間、高等学校公民科、家庭科、商業科等での授業等で

の実践・指導 
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担当課所：消費生活課、消費生活支援センター、高校教育指導課、総合教育センター 

 

   エ 研究校（モデル事業）における推進 

    小・中・高等学校において、消費者教育に取り組む研究校（モデル事業）を選

定し、講師の派遣等による支援・助言を行い、成果を他の市町村や各学校での取

組に役立てられるような仕組みを検討します。 

担当課所：消費生活課 

 

 

 

 

 

   オ 大学等における消費者教育の支援 

     大学等の学生が消費者トラブルの被害に遭うことを防止することや、成年年齢

引き下げの議論を踏まえ、大学の学生相談担当課やキャリア教育担当部署、大学

生協等と協力して、学生（若者）向けの消費者教育の推進を図ります。 

担当課所：消費生活支援センター 

○ 教職員等消費者教育セミナーの開催 

  授業に役立つ教職員等対象の消費生活に関するセミナーを実施 

○ 消費者教育指導力向上講座の開催 

  夏季休業中に２～３日、消費者教育を担当する教員を対象とした研修を実施 

○ 中学校初任者研修、高等学校初任者研修・５年経験者研修・１０年経験者研修

での消費者教育講座の開催 

  消費者教育の意義と進め方、家庭科の授業づくり、地歴公民科の授業づくりな

どの内容で研修等を実施 

○ 啓発情報・教材の提供 

  消費生活に関する啓発情報を掲載したリーフレット等の作成と金融広報委員会

が作成した教材を提供 

 

○ 研究校（モデル事業）の検討 

  消費者教育に取り組む研究校（モデル事業）を選定することにより、その成果

が他の市町村や各学校へ波及するような仕組みを検討 

○ 消費生活講座の開催支援 

  大学生等向けの消費生活講座の講師を派遣 
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 （２）地域における消費者教育の推進                       

   ア 県消費生活支援センターの消費者教育の拠点機能の強化 

    学校や地域で取り組む消費者教育、消費者教育の担い手を支援する機能の充実・

強化を図ります。また、参加体験型の学習施設である生活科学センター（彩の国

くらしプラザ）を活用し、消費者教育講座による情報提供・学びの場の充実を図

ります。 

担当課所：消費生活支援センター 

 

   イ 情報提供の機会拡充と消費者教育の取組の「見える化」 

    消費生活相談の情報や消費者事故等の注意喚起を、ホームページやメールマガ

ジン、広報誌等の情報媒体を活用して速やかな情報提供を行うとともに、消費者

教育の取組の「見える化」の仕組みを検討します。 

    また、生活科学センター（彩の国くらしプラザ）等で提供する消費生活関連の

図書資料や視聴覚教材ライブラリーを整備し、情報提供の充実を図ります。 

担当課所：消費生活課、消費生活支援センター 

 

   ウ 家庭における消費者教育や自主学習の支援 

     家庭でできるトラブル対策や事故予防を促すため、家庭での消費者教育や自主

学習に役立つ情報及び製品安全事故情報を迅速に提供します。 

○ 生活科学センター（彩の国くらしプラザ）を活用した消費者教育講座の実施 

  参加体験型学習施設である生活科学センター（彩の国くらしプラザ）を活用し

て研修の実施 

○ 消費生活講座の開催支援等（再掲） 

  消費生活講座の講師派遣、講演会の開催、市町村講演会の開催支援、県政出

前講座による製品安全事故情報の提供 

○ ホームページ、メールマガジン、情報紙の提供 

  県消費生活支援センターホームページ、メールマガジン、情報紙「彩の国く

らしレポート」や「くらしの１１０番」の市町村への配信による情報提供 

○ 啓発資料の作成・配布 

  各種リーフレット類の作成・配布 

○ 「見える化」の仕組みの検討 

  消費者団体等での消費者教育に関する取組などの情報を「見える化」する仕

組みを検討 
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     また、事故情報等を生かした安全教育を推進します。 

 

                                       担当課所：消費生活支援センター 

 

   エ 高齢者等に対する消費者教育 

     高齢者の学習の場である生きがい大学、公民館、自治会等において、消費生活

講座の開催の充実を図ります。 

    また、県や市町村の職員、消費生活相談員が自治会等に出向いて消費生活に関

する知識を習得するための啓発講座を積極的に行います。市町村における消費生

活相談窓口と要援護高齢者等支援ネットワーク等との連携を推進するための支援

を行います。 

担当課所：消費生活課、消費生活支援センター 

 

   オ 地域の担い手（人材）の育成  

   （ア）地域の見守り活動や啓発活動を担うボランティアである「消費者被害防止サ

ポーター」、消費生活に関する自主学習や啓発活動を行う県内の消費者団体・Ｎ

ＰＯ等の活動支援、事業者と消費者との交流・情報交換の場の充実を図ります。 

      また、高齢者等を見守る人向けの研修講座を実施し、啓発活動への活用を促

○ ホームページ、メールマガジン、情報紙の提供（再掲） 

  消費者トラブルやイベント、製品事故等の最新情報を適時に提供するととも

に製品の誤使用による事故を防止するための安全情報等の提供 

○ 生きがい大学、公民館、自治会等における消費生活講座の支援 

○ 消費生活講座の開催支援等（再掲） 

  消費生活講座の講師派遣、講演会の開催、市町村講演会の開催支援、県政出前

講座による製品安全事故情報の提供 

○ ホームページ、メールマガジン、情報紙の提供（再掲） 

  県消費生活支援センターホームページ、メールマガジン、情報紙「彩の国くら

しレポート」や「くらしの１１０番」の市町村への配信による情報提供 

○ 啓発資料の作成・配布（再掲） 

  各種リーフレット類の作成・配布 

○ 要援護高齢者等支援ネットワークとの連携 

○ 民生委員等向けの講座・研修 

  埼玉県社会福祉協議会による研修の実施 
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進します。 

                             担当課所：消費生活課 

  

 

 

 

 

 

 

    

   （イ）消費者としての県民が、生産から食卓まで、食の安全性について総合的な理 

     解を深めるための学習機会を提供します。リスクコミュニケーター研修会の開 

     催や開催支援を行います。 

                             担当課所：食品安全課 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「消費者被害防止サポーター」、消費者団体、ＮＰＯによる取組支援 

  市町村が行う啓発事業等における「消費者被害防止サポーター」の活用促進

や、県内消費者団体、ＮＰＯ等の連携・交流の促進を図る消費者大会の開催に

対する支援 

○ 事業者と消費者の交流・情報交換 

地域で開催する消費者向けイベントや行事への事業者の出展・参画の促進 

○ 食の安全・安心人材育成 

  保育士、栄養士等、業務で食に関わる職員を対象として、正しい情報の提供

及び伝達技術等について学ぶリスクコミュニケーター研修会を開催 

○ 食の安心通信員の養成 

  県内各地域での食の安全・安心情報の発信者となるボランティアの養成のた

め、研修会の開催や情報紙の送付 
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 （３）関係機関・団体、関係教育分野との連携                   

   ア 消費者教育コーディネータの育成 

     学校・教員からの授業協力の依頼を調整したり、地域の啓発講座等に専門家・

講師を派遣したり、関係機関・団体との連携、橋渡しをする人材の育成を検討し

ます。 

                            担当課所：消費生活課 

 

   イ 環境教育 

     環境に配慮した消費生活を送ることができる消費者の育成のため、環境教育の

取組について情報交換を行う環境教育研究協議会を地区別に開催し、環境アドバ

イザー等の派遣を通して学校や地域における環境教育、環境学習活動の充実を図

ります。 

担当課所：環境政策課、義務教育指導課 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ウ 食育 

     学校等で若い世代を対象に食の安全体験教室を実施し、食の安全に関する知識

の普及を図ります。また、子育て世代を対象に、食の安全に関する知識を習得す

るための親子講座を開催し、情報提供を充実します。 

 

 

○ 講座・イベントの調整等 

  学校や地域で開催する消費者教育の授業や講座・イベントの調整、コーディネ

ートの役割を果たせる人材の育成を検討 

 

○ 環境アドバイザー、環境教育アシスタント、環境学習応援隊の派遣 

学校や地域など身近な場所で行われる環境学習活動に指導者を派遣 

○ こどもエコクラブの活動支援、こどもエコフェスティバルの開催 

  こどもエコクラブの活動を通じて、地域における環境保全活動を促進 

○ 彩の国埼玉環境大賞の実施 

  環境保全に関する意識の醸成や行動の促進を図るため、個人、県民団体、事業

者の模範的な取組を表彰 

○ 環境教育研究協議会の開催 

  小中学校の環境教育担当者を対象とする会議における実践発表と情報交換の実

施 
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担当課所：食品安全課、健康長寿課 

 

    

 

 

 

 

 

 

   エ 金融・金銭教育 

     学校における金融・金銭教育の効果的な方法の研究を図ることを目的に、金融

広報委員会が研究校を指定して実践研究を支援します。また、子供から大人まで

の幅広い年齢の方を対象に、お金の使い方や金融経済に関する知識等を学ぶ講座

の開催やアドバイザー講師の派遣を行い、学習の機会を充実させます。 

                         担当課所：消費生活支援センター 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   オ 法教育 

     弁護士会や司法書士会の協力により、弁護士や司法書士が学校に出向いて様々

な社会問題についての紛争解決を考えたり、契約（ルール）の基本について理解

を深める講座の充実を図ります。 

               担当課所：消費生活課 

    

 

 

 

 

 

○ 学校での法教育講座（高校出前講座）の開催支援 

  弁護士や司法書士が学校（高等学校等）に出向いて、紛争解決や契約（ルール）

に関する基本的な知識を習得し理解を深める講座の開催支援 

○ 食の安全体験教室、食の安心サロンの開催 

  学校や子育て支援センター、保育所等に講師を派遣し、若い世代や子育て世代

を対象に、食の安全・安心について理解を深めることを目的とする講座を開催 

○ 食生活改善推進員、食育推進ボランティア 

  生活習慣病予防のため、地域における主体的な健康づくりを支援するボランテ

ィアを派遣 

○ 金融・金銭教育研究校の委嘱 

  金融広報委員会が小・中・高等学校等から研究校を委嘱し、実践研究を支援 

○ マネー講座（子供・大人）の開催 

  子供や大人向けに、お金や金融経済に関する知識等を学ぶ講座を金融広報委員

会と連携して開催 

○ 金融広報アドバイザーの派遣 

  学校や地域での金融経済知識の習得等を目的とする講座に、金融広報委員会が

委嘱する金融広報アドバイザーを派遣 
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   カ 情報モラル教育 

    子供たちが携帯電話やインターネットを安心して使えるように、子供や保護者

向けの啓発講座を開催し、学校、家庭（保護者）、事業者等が協力してネット問

題の対策について学ぶ機会の充実を図ります。 

                        担当課所：青少年課、生徒指導課 

 

 

 

 

 

 

 

○ ネットアドバイザーの派遣・親子講座の実施 

  県が養成したネットアドバイザーを県内小・中学校に派遣し、子供安全見守り

講座を開催 

○ 学校教育におけるネット問題対策の推進 

  子供がネット問題の対策について学ぶ講座や、保護者がネット問題の現状につ

いての理解を深める啓発講座を実施 
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 ２ 問題解決体制の整備 

 

 （１）消費者相談体制の充実                           

   ア 相談・苦情処理体制の充実 

   （ア）消費者問題の複雑化・多様化・グローバル化の進行に対応して消費者の権利 

     及び利益の確保を図るため、消費者からの苦情に対して助言やあっせん等を行 

     います。 

      また、新たな問題があり解決困難な事案や広域的に対応が必要な事案につい 

     ては、県が中心となって対応します。あわせて、相談担当職員及び消費生活相 

     談員の資質向上のための研修を実施します。 

                         担当課所：消費生活支援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

   （イ）国と都道府県及び市町村を結ぶオンライン・ネットワークシステム（ＰＩＯ 

     －ＮＥＴ）により、全国の消費生活相談情報を収集・共有・分析し、速やかな 

     消費生活相談・消費者教育・消費者啓発・事業者指導への反映を図ります。 

                           担当課所：消費生活センター 

 

      

○ 消費生活支援センターにおける相談 

  ４つのセンター（川口、川越、春日部及び熊谷）における消費者相談への助言

やあっせん等の実施 

○ 消費者苦情処理問題解決プロジェクトチームによる取組 

  主任消費生活相談員、相談担当職員、アドバイザー弁護士からなる消費者苦情

処理問題解決プロジェクトチームにより、新たな問題があり解決困難な相談事案

等に対する解決に向けた対応 

○ 職員、相談員の資質向上を目指した研修 

  職員、相談員に対する経験年次やレベルに応じた各種研修等の実施 

 

○ 全国の消費生活情報ネットワーク・システム（ＰＩＯ－ＮＥＴ）による相談情 

 報の収集・提供 

  上記システムによる相談情報の一元化と分析した情報の提供 

○ 消費生活相談情報の活用 

  消費生活相談・消費者教育・消費者啓発・事業者指導への反映 
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   （ウ）商品（製品）やサービスの使用等により生じた危害・危険について、迅速に 

     情報収集や必要な調査を行うとともに、被害の拡大を防ぐため、速やかに県民 

     に情報提供します。 

      また、商品に対する相談や苦情を適切に処理するに当たり、商品テストを実 

     施するとともに、その結果を公表します。さらに、欠陥商品による危害の原因 

     究明を行うため、国の各試験検査機関や民間機関等との緊密な連携を図ります。 

                     担当課所：消費生活課、消費生活センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （エ）県民相談、薬事相談、建設工事紛争相談、宅地建物取引相談、住宅相談等の 

     連携による相談体制の充実及び強化を図ります。 

          担当課所：広聴広報課、薬務課、建設管理課、建築安全課、住宅課 

 

 

 

 

 

   （オ）県内の医療機関（病院・診療所・歯科医師診療所・助産所）及び薬局等の情 

     報提供の充実を図ります。 

                          担当課所：医療整備課、薬務課 

 

 

 

 

 

 

    

      

○ 県民相談、薬事相談、建設工事紛争相談、宅地建物取引相談、住宅相談等の 

 実施 

  各専門相談窓口による問題解決へ向けたきめの細かい対応 

○ 消費者事故情報の収集、報告及び情報提供 

  消費者事故情報の収集と速やかな通知体制の整備及び県民への情報提供の実施 

○ 商品（製品）テストの実施 

  相談・苦情の解決や被害の救済・防止に役立てるための商品（製品）に関する

テストの実施 

○ 試験検査機関等との連携強化 

  独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）等と緊密に連携した原因究明 

 の実施 

○ 医療機関・薬局情報の提供 

  県内の医療機関（病院、診療所、歯科医師診療所、助産所）・薬局の医療機能

情報のインターネットによる提供 

○ 「埼玉県病院・救急診療所名簿」の作成 

  「埼玉県病院・救急診療所名簿」の作成と情報提供（冊子閲覧及びホームペー

ジによる公開） 
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   イ 市町村の相談・苦情処理体制の充実 

    県民にとって身近な存在である市町村の相談体制の充実を促進します。 

担当課所：消費生活課、消費生活支援センター 

 

   ウ 外国人に対する相談体制の整備 

     言葉や習慣の違い、情報不足等により日常生活で不便を感じ支障を来している

外国人が安心して安全に生活できるよう、相談体制の充実を図ります。 

担当課所：国際課 

    

   エ 多重債務対策 

    多重債務対策協議会の活動等を通じ、総合的な多重債務者への支援を行います。 

担当課所：消費生活課 

 

 

 

 

 

    

 

○ 担当課長会議の開催 

  市町村担当課長会議や地域ごとの市町村担当者会議の開催による県と市町村の

連携強化 

○ 主任消費生活相談員による助言、情報提供、対応方針の検討等 

 市町村窓口で対応困難な相談事案等に対する助言、情報提供、対応方針の検討

及び共同処理の実施 

○ 市町村担当職員、相談員を対象にした研修会の実施 

 市町村の消費者行政担当者や相談員に対する初任者研修などの階層に応じた研

修の実施 

 

○ 外国人総合相談センター埼玉での多言語による総合的な相談・情報提供の充実 

 出入国管理・在留資格・労働・法律等の相談について専門家による対面相談窓

口を備えた外国人総合相談センター埼玉におけるワンストップ相談の実施 

○ 県・市町村・ＮＧＯの外国人相談員等を対象にした研修会 

  県全体の外国人相談、情報提供の水準向上を図るための研修会の実施 

○ 埼玉県多重債務対策協議会の活動を通じた啓発・相談事業の実施 

 弁護士会や司法書士会、支援団体、県等の機関を構成員とする協議会による活

動を通じた啓発事業や無料相談会の実施 
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   オ 住まいに関する相談 

     県民が安心して住宅リフォームができる環境を整備し、住宅の品質確保の促進

と情報提供を行います。 

担当課所：住宅課 

○ 市町村リフォーム工事相談窓口の充実に向けた支援 

  市町村相談窓口担当者研修会の開催 

○ 県民が安心して適切なリフォームができる環境の整備 

  県民向けリフォーム講座、相談会の開催。安心リフォーム手引きの作成 
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 （２）紛争の適切な解決                             

   ア 裁判外紛争解決の推進 

    相談窓口では解決が困難な苦情や被害が多発している苦情等について消費生活

審議会消費者苦情処理部会のあっせん又は調停の手続きの円滑化を進めるととも

に、その運営体制の充実に努めます。 

担当課所：消費生活支援センター 

 

   イ 他の裁判外紛争解決機関との連携 

    適正かつ迅速に被害の救済を図るため、裁判外紛争解決を行う関係機関、事業

者団体等と情報交換を行い、連携を図ります。 

担当課所：消費生活支援センター 

 

   ウ 適格消費者団体と連携した取組 

     消費者被害の拡大防止に取り組む適格消費者団体と情報交換を行い、連携した

取組を進めます。 

                               担当課所：消費生活課、消費生活支援センター 

  

○ 消費生活審議会消費者苦情処理部会のあっせん、調停の実施 

 解決が困難な苦情等について、審議会に設置する専門部会によるあっせん、調

停の実施 

○ 弁護士会、司法書士会等の紛争処理機関との連携 

  弁護士会や司法書士会、国民生活センター等の紛争処理機関を持つ団体と連

携した取組の実施 

○ 適格消費者団体との定期協議の開催 

 事業者の不当な行為に対する差止請求ができることについて、内閣総理大臣

の認証を受けた団体である適格消費者団体との定期的な協議の開催 

○ 適格消費者団体との随時の情報交換 

 頻発する消費者被害に適切に対応できるよう、県消費生活支援センターを中

心に、適時情報交換を実施 

○ 消費者団体訴訟制度の周知 

  消費者団体訴訟制度及びこの制度を担う適格消費者団体、特定適格消費者団

体の周知を図る取組の実施 
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 （３）消費者事故への迅速な対応                         

   ア 危害・危険・事故情報の収集、調査及び発信 

     商品やサービスの使用等により生じた危害・危険について、迅速に情報収集や

必要な調査を行います。また、事故等による被害の拡大を防ぐため、速やかに県

民に情報提供します。 

                            担当課所：消費生活課 

 

    

 

 

   イ 商品テストの実施 

     商品（製品）の使用等により生じた危害・危険について、原因を調査するため、

商品テストを行います。 

担当課所：消費生活支援センター 

 

    

 

 

 

   ウ 試験検査機関等との連携強化 

     商品（製品）の使用等により生じた危害・危険について、原因を調査するため

試験検査機関等との緊密な連携を図ります。 

   担当課所：消費生活支援センター 

   

○ 消費者事故情報の収集、報告及び情報提供 

  消費者事故情報の収集と速やかな通知体制の整備及び県民への情報提供の実施 

○ 商品（製品）テストの実施（再掲） 

  相談・苦情の解決や被害の救済・防止に役立てるための商品（製品）に関する

テストの実施 

 

○ 試験検査機関等との連携強化（再掲） 

  独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）等と緊密に連携した原因究明 

 の実施 
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 （４）消費者の組織活動の促進                           

   ア 消費者の自主的活動の促進 

    自立した消費者を育成するため、消費者団体が消費生活の安定及び向上を図る 

   ために行う健全かつ自主的な組織活動を支援します。 

担当課所：消費生活課 

    

   イ 消費者団体の交流・連携の促進 

    消費者市民社会の実現に向けて、県内消費者団体の交流や連携を促進します。 

担当課所：消費生活課 

 

   ウ ＮＰＯ・ボランティアに対する活動促進・情報提供 

     県民がＮＰＯ活動等に参加しやすいよう、情報提供、相談対応、設立や運営支

援、ネットワークづくりなどを進めます。 

                                         担当課所：共助社会づくり課 

 

  

○ 埼玉県消費生活功労者表彰の実施 

 消費者団体の特質を活かした活動に関する支援と消費者団体が消費生活の安定

及び向上を図るために行う自主的な組織活動の支援 

○ 消費者団体の交流・連携を通じた活動の活性化 

  県内消費者団体の連携・交流を図る消費者大会の開催に対する支援 

○ ＮＰＯ法人の設立促進 

  地域振興センター（事務所）及び本庁におけるＮＰＯ法人の認証 

○ 埼玉県ＮＰＯ情報ステーションの運営 

  ＮＰＯ活動を促進するためのＩＴを使った情報の収集や発信 

○ 地域の共助社会づくりの担い手支援 

  各地域振興センターが地域のＮＰＯを対象にセミナー等の事業を実施 



 

- 62 - 

 

 （５）消費者意見の反映                             

   ア 消費者の意見の県政への反映 

    消費生活に関連する施策に関して消費者の意見が県政に反映されるよう、消費

生活審議会を開催します。 

    また、消費者、生産者、加工・流通業者等の広範な県民で構成する食の安全県

民会議を開催します。 

担当課所：消費生活課、食品安全課 

 

   イ 消費者と事業者の交流促進 

    食の安全・安心確保に向けた議論と相互理解の場として、消費者、農業生産者、

食品加工・流通業者、学識経験者などで構成する「食の安全県民会議」や、各地

域の県民が参加する「食の安心タウンミーティング」を開催します。 

担当課所：食品安全課 

 

○ 消費生活審議会の開催 

  有識者や県民の代表者からなる消費生活審議会の開催 

○ 食の安全県民会議の開催 

 消費者、農業生産者、食品加工・流通業者、学識経験者などからなる食の安全

県民会議の開催 

○ 食の安心タウンミーティングの開催 

 食の安全や食生活、地域の食文化などをテーマにした講演会や事例発表など、

多様な形で参加者による情報共有や意見交換等を実施 

 

○ 食の安全県民会議の開催（再掲） 

 消費者、農業生産者、食品加工・流通業者、学識経験者などからなる食の安全

県民会議の開催 

○ 食の安心タウンミーティングの開催（再掲） 

 食の安全や食生活、地域の食文化などをテーマにした講演会や事例発表など、

多様な形で参加者による情報共有や意見交換等を実施 
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 ３ 徹底した事業者指導の強化 

 

 （１）消費者取引の適正化                            

   ア 悪質事業者への処分・指導 

     「特定商取引に関する法律」を始めとする関係法令を厳正に適用して、不当な

取引行為に対する事業者への処分・指導を強化します。 

     また、事業者に対する処分を行った場合は、ホームページでその内容を公表し

ます。 

     さらに、処分を受けた事業者が再び悪質な行為を繰り返さないよう、フォロー

アップを行います。 

担当課所：消費生活課 

 

   イ 広域連携による対応 

    本県だけでは対応が難しい広域的な悪質商法事案について、国や関係する自治

体と連絡・協議を行い、処分・指導を進めます。 

担当課所：消費生活課 

 

   ウ 関係機関及び関係団体と連携した取組 

     悪質事業者に厳格に対応するため警察との連携に努めるとともに、市町村等  

の消費生活相談の情報を活用して悪質事業者の処分・指導に取り組みます。 

担当課所：消費生活課 

 

  

○ 不当な取引行為を行っているおそれのある事業者に対する、調査・立入検査の

実施と処分・指導 

  訪問販売や通信販売などで不当な取引を行っている事業者に対する処分・指導

の強化 

○ 国や他都県と連携した合同事業者処分及び指導の実施 

  近隣都県等との広域的な連携による合同事業者処分及び指導 

○ 警察、市町村相談窓口等との連携した取組 

  警察との定期的な情報交換と市町村相談窓口との緊密な連携による処分・指導 
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 （２）事業者指導                                 

   ア 事業者に対する指導の充実・強化 

   （ア）消費者取引に関係の深い法律（液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化

に関する法律、旅行業法、貸金業法、宅地建物取引業法等）に基づき、関係事

業者に対する指導等を行い、適正な事業活動の促進を図ります。 

担当課所：化学保安課、観光課、金融課、建築安全課 

 

   （イ）有害物質を含む家庭用品による健康被害を未然に防止するため、家庭用品の

買上検査を実施し、有害物質が検出された場合は、関係事業者に対して製品回

収等の改善を指導します。 

担当課所：薬務課 

 

   （ウ）理容、美容、クリーニング等生活衛生関係営業施設に対する監視指導を実施

するとともに、営業者の衛生、安全性に関する自主管理体制の強化を促します。 

担当課所：生活衛生課 

 

   （エ）医薬品の品質、有効性や安全性を確保するため、医薬品の製造業者及び販売

業者等に対する立入検査及び指導を実施します。 

担当課所：薬務課 

○ 液化石油ガス販売事業者に対する立入検査、指導の実施 

○ 旅行業者等への立入検査の実施  

○ 登録貸金業者に対する立入検査、指導の実施  

○ 宅地建物取引業者に対する立入検査、指導の実施  

 各種許可・登録業者に対する立入検査と指導の実施 

○ 繊維製品の買上検査及び改善指導の実施 

  よだれかけ、おしめ等、家庭用繊維製品の買上検査及び有害物質が検出された

場合の改善指導 

○ 生活衛生関係営業施設に対する監視及び指導の実施 

  理容店や旅館、公衆浴場など生活衛生関連施設に対する監視及び指導の実施並

びに自主管理体制の強化促進 

○ 医薬品の製造業者及び販売業者等に対する立入検査及び指導 

  医薬品の製造業者及び販売業者等に対する立入検査や健康食品の買上検査並び

に指導の実施 
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   イ 事業者・事業者団体による消費者志向経営の推進 

    事業者及び事業者団体に対して関係法令の内容や消費者被害の状況等の情報を

提供するとともに、事業者、事業者団体による消費者ニーズの把握や消費者相談

体制の充実など消費者志向経営の推進を支援します。 

担当課所：消費生活課 

 

 

○ 事業者・事業者団体を対象とした普及啓発 

  事業者団体等と連携した、関係法令や消費者被害に関する説明会の開催 
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 （３）表示・計量の適正化                            

   ア 表示の適正化 

   （ア）「不当景品類及び不当防止表示法」に基づき、他都県等との連携を図りながら、

事業者の商品・サービスに関する広告表示の監視及び指導を行います。 

担当課所：消費生活課 

 

   （イ）医薬品等の広告について、新聞、雑誌、パンフレット等の記載内容が薬事法

に抵触しているかを確認し、必要に応じて指導や取締りを行い、広告の適正化

を図ります。 

                               担当課所：薬務課 

 

     （ウ）消費者の適切な選択機会の確保を図るため、家庭用品の品質表示の適正化を 

       推進します。 

                             担当課所：産業支援課 

 

   （エ）食品表示法等の食品関係法に基づいた表示制度の周知や適正表示についての

監視指導、実態調査を実施し、不適正な表示については事業者に対する是正指

導を実施します。 

○ 商品・サービスにおける様々な表示に係る監視及び指導の実施 

  日常的な監視と違反事業者に対する速やかな指導の実施 

○ 広告表示の適正化について、庁内関係各課、近隣都県と連携した監視及び指

導の実施 

  庁内各課や近隣都県との連携による監視・指導の実施 

○ 大学等との連携による広告表示の監視  

  県内の大学や高校と連携した不当表示広告調査及び違反事業者への指導の実

施 

○ 医薬品等の広告に対する調査及び指導 

  立入調査及びインターネット、パンフレット、週刊誌等の広告監視の実施 

○ 権限移譲されていない町村における店舗の立入検査の実施 

  家庭用品品質表示法に指定された品目（衣料品、電化製品等）の適正表示を確

認するための、店舗への立入検査の実施 
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担当課所：健康長寿課、食品安全課、農産物安全課 

 

    

 

 

 

 

 

   イ 計量の適正化 

     適正な商品の取引を確保するため、食料品小売店及び製造工場の商品量目検査、  

事業所等に対する特定計量器の有効期間・管理状況の立入検査などの実施により、  

計量の適正化を推進します。 

担当課所：計量検定所 

 

 

   

 

   

○ 小売店、工場及び事業所等への立入検査の実施 

  商品量目、水道メーター及び燃料油メーター等の立入検査の実施 

○ 食品表示に関する調査、指導の実施 

  食品の製造事業者、販売事業者に対する監視・指導やＤＮＡ鑑定などによる

調査の実施 

○ 食品製造業者及び販売者に対する表示制度等の説明、指導の実施  

  食品製造業者及び販売者に対する食品表示説明会や巡回指導の実施 
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 （４）食品等の安全性の確保                             

   ア 総合的な安全対策の推進 

   （ア）「埼玉県食の安全・安心の確保に関する基本方針」に基づき、全庁的・総合的

な食品安全対策を推進します。 

     担当課所：食品安全課 

 

   （イ）食品営業者に対して彩の国ハサップガイドライン（ＨＡＣＣＰ（ハサップ）※

の考え方を導入した衛生管理方式）に基づく衛生管理を定着させ、食品の安全性

確保の向上を図ります。 

                             担当課所：食品安全課 

    ※ ＨＡＣＣＰ（Hazard Analysis and Critical Control Point：危害分析・重要 

     管理点方式）とは、従来の最終製品の抜取検査による衛生管理ではなく、食品の製造に 

     おける重要な工程を連続的に監視することで、一つ一つの製品の安全性を保証しようと 

     する国際標準の衛生管理手法。 

 

   （ウ）食品営業者が行う自主管理の優良な施設を県が確認し、県民にその施設を公

表することにより、食品営業施設全体の衛生管理水準の向上を図ります。 

     担当課所：食品安全課 

 

   （エ）すべての消費者が安心して豊かな食生活を送ることができるよう、保健所や

衛生研究所などの監視指導、検査体制及び情報提供機能を充実するとともに、

県産農産物等への放射性物質の影響調査を実施することにより、食に対する不

安を取り除くための対策を推進します。 

○ 食の安全・安心確保に向けた実行計画（埼玉県食の安全・安心アクションプ

ラン）の策定及び公表 

  食の安全・安心確保に向けた施策の実行計画である「埼玉県食の安全・安心

アクションプラン」を毎年策定し公表 

○ 彩の国ハサップガイドラインに基づく衛生管理の推進 

  埼玉県食品衛生指導員による巡回指導の実施 

○ 埼玉県食品衛生自主管理優良施設確認制度の実施 

  彩の国ハサップガイドラインに基づく衛生管理の導入の確認及び確認施設の

公表 
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担当課所：食品安全課、衛生研究所、農産物安全課 

 

   （オ）化学物質による環境リスクの低減を図るため、化学物質の適正管理及び環境

コミュニケーションの普及を促進し、環境中への化学物質の排出抑制を推進し

ます。 

担当課所：大気環境課 

 

   イ 検査・監視体制の充実 

   （ア）食用に適さない食肉、食鳥肉の流通防止を目的に、と畜検査（牛、豚等）、食

鳥検査及びＴＳＥスクリーニング検査を実施します。 

担当課所：食品安全課 

○ 食品営業施設に対する監視指導・検査の実施 

  年度毎に策定する「埼玉県食品衛生監視指導計画」に基づく、食品製造施設や

卸売市場等への監視指導及び食品検査の実施 

○ 食中毒発生予防及び発生時再発防止対策 

  食中毒の発生を予防するための啓発並びに食中毒が発生した際の疫学調査及び

試験検査の実施 

○ 腸管出血性大腸菌Ｏ
オ ー

１５７等感染症の早期探知のためのデータベース化と関係

機関への情報提供 

  患者から抽出した腸管出血性大腸菌の遺伝子解析とデータベース化による迅速

な原因究明と情報提供の実施 

○ 放射性物質の県産農産物等への影響調査の実施 

  米、野菜、肉、その他県産農産物への放射性物質の影響調査及び調査結果の公

表 

○ 県民と事業者との環境コミュニケーションを促進するための支援 

  事業者向け研修会の実施や、市町村・大学と連携した環境コミュニケーション

の開催 

○ と畜検査、食鳥検査及びＴＳＥスクリーニング検査の実施 

  県内で処理される牛、豚等のと畜検査、鶏等の食鳥検査並びに４８か月齢超の

牛及び１２か月齢以上のめん羊・山羊に対するＴＳＥスクリーニング検査等の実

施 
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   （イ）農薬使用者や販売店への啓発や指導、調査を実施し、農薬の安全かつ適正な

使用、管理、販売を確保します。 

担当課所：農産物安全課 

 

   （ウ）水道用水の安全性を確保するため、水源の水質監視や浄水過程及び給水の水

質検査等を行うとともに、水質検査の技術力向上や測定精度の向上を図り、安

全・安心で良質な水道用水を供給します。 

担当課所：生活衛生課、（企）水道管理課 

 

   （エ）輸入食品の安全性を確保するため、輸入食品の取扱施設等に対する監視指導

及び輸入食品の残留農薬、指定外添加物、遺伝子組換え食品等についての検査

を行います。 

担当課所：食品安全課 

 

   ウ 安全・安心な食品の生産・供給 

   （ア）ＨＡＣＣＰ（ハサップ）方式を取り入れた生産管理の手順を示した「彩の国

畜産物生産ガイドライン」に基づく管理方法の普及を促進し、安全・安心な畜

産物生産の推進を図ります。 

担当課所：畜産安全課 

○ 農薬使用等に係る啓発、指導及び調査の実施  

  農薬の適正使用等に関する指導 

○ 水質検査や水質監視の実施及び水質検査の技術力向上 

  水道用水の水質検査や水源の水質監視並びに水道事業体担当者を対象にした研

修会の実施 

○ 輸入食品取扱施設等に対する監視指導及び輸入食品に対する検査の実施 

  残留農薬や指定外添加物、遺伝子組換え食品等に関する検査の実施 

○ 埼玉県優良生産管理農場の認証事業 

  「彩の国畜産物生産ガイドライン」の普及啓発及び特に優れた衛生管理を行っ

ている農場の認証の実施 
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   （イ）養殖魚介類の衛生管理を推進するため、養殖業者等に対する啓発・指導を推

進し、安全な養殖水産物の生産・供給体制の確保を図ります。 

                             担当課所：生産振興課 

 

   （ウ）畜産物の安全性を確保するため、飼料及び動物用医薬品の適正な流通と使用

を図ります。 

                             担当課所：畜産安全課 

 

   エ 食品等に関する情報の提供 

     消費生活講座の開催やホームページの活用等により、食の安全・安心に関する

情報や学習機会を提供します。 

                        担当課所：消費生活支援センター 

 

   オ リスクコミュニケーション等への参加の推進 

     食の安全・安心の確保に向けた議論と相互理解を目的として、食品等の生産か

ら消費に至る関係者による意見交換や情報共有を行います。 

                             担当課所：食品安全課 

○ 養殖水産物生産者に対する適正な養殖管理指導及び検査の実施 

  水産用医薬品残留検査及び適正使用の指導の実施 

○ 飼料の安全性検査及び啓発・指導の実施  

   飼料の安全性、栄養成分等検査及び講習会や巡回指導の実施 

○ 動物用医薬品の監視及び指導の実施  

  動物用医薬品の適正な製造、販売、流通及び使用に関する一貫した指導と検

査の実施 

○ 食の安全・安心に関する知識の向上を図るための啓発の実施 

  消費生活講座の開催及びホームページ等による情報提供 

○ 「食の安全県民会議」及び「食の安心タウンミーティング」の開催  

  生産者、加工・流通業者、消費者、学識経験者など広範な県民で構成する「食

の安全県民会議」及び地域の県民が参加する「食の安心タウンミーティング」

の開催 



 

- 72 - 

 

 （５）生活物資の安定供給                            

   ア 価格・需給動向の調査及び監視 

     生活必需物資の安定的な供給を図るため、必要に応じ価格や需給の動向を調査

し、消費者への情報提供を行います。また、事業者等に対し供給について協力を

要請します。 

                             担当課所：消費生活課 

 

  

 

 

 

 

 

   イ 生活物資の安定供給 

   （ア）多様な消費者ニーズに対応した、新鮮で品質の高い農産物や畜産物の生産体

制の整備と価格の安定対策を推進します。 

                       担当課所：畜産安全課、生産振興課 

 

   （イ）県民への生鮮食料品の安定供給を確保するため、卸売市場の適正な運営の確

保、経営の改善、市場関係者等の資質の向上を図ります。 

                         担当課所：農業ビジネス支援課 

 

○ 年末年始期の生鮮食品等価格動向調査 

  生鮮食品や石油製品の価格及び需給動向調査の実施 

○ 緊急時等における価格動向調査及び事業者等への供給協力要請 

  社会状況に応じた品目に関する価格調査と事業者等に対する供給協力要請の

実施 

○ 県ブランド鶏肉の生産振興の支援 

  「彩の国地鶏タマシャモ」の生産振興を図るため、生産農家への技術指導や

ヒナ供給の実施 

○ 肉用仔牛、肉豚、鶏卵価格安定対策事業への生産者の加入促進 

  経営の安定を目的とする各種価格安定対策事業への事業者の加入促進 

○ 野菜価格安定対策事業への生産者の加入促進 

  気象条件の影響を受けやすい野菜の生産・出荷の安定を図る野菜価格安定対

策事業への生産者の加入促進 

○ 「埼玉県卸売市場整備計画」に基づく調査及び指導の実施 

  県内卸売市場に対する、現地調査及び運営指導の実施 
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   （ウ）地域商業の振興を図るため、県内商店街の活性化を促進し、魅力と活力ある

商店街づくりを進めます。 

担当課所：商業・サービス産業支援課 

 

   ウ 震災時等における生活物資等の確保 

   （ア）災害時における生活支援活動を円滑に推進するため、生活物資の輸送等に必

要な車両の事前確認を行います。 

担当課所：消防防災課 

 

   （イ）協同組合との連携により、生活物資の調達体制の確立を推進します。 

担当課所：消費生活課、農業政策課 

 

○ 県内商店街の活性化を図るための支援 

  地域商業担い手の人材育成、商店街の施設整備及び商店街活性化イベントへの

支援の実施 

○ 商店街のにぎわい創出のための支援  

  「全県一斉商店街まつり」及び「彩の国街バルラリー」への支援の実施 

○ 「黒おび商店街」の活動に対する支援 

  「黒おび商店街」等の模範的な取組事例をまとめた実施手順書の作成・配布 

○ 緊急通行車両等事前審査及び確認証明書交付の実施 

  県が民間団体等との災害協定に基づいて必要とする車両についての緊急通行車

両等事前審査及び確認証明書交付の実施 

○ 農業協同組合と地元市町村との防災協定の締結の促進 

   県内農協の防災体制の整備と地元市町村との物資の供給協力に関する協定締結

促進 

○ 消費生活協同組合との災害時応援協定の締結 

  地震等の災害時における応急生活物資の調達等に関する協定の締結 
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 ４ 高齢者等の被害防止 

 

 （１）高齢者等への普及啓発                           

   ア 高齢者等への普及啓発 

   （ア）高齢者等の消費者被害を未然に防止するため、ホームページ、メールマガジ 

     ン、情報紙等の媒体を活用して、消費者トラブルに関する情報をタイムリーに 

     提供するほか、消費生活に関する知識等を習得するための啓発講座を開催する 

     など普及啓発に努めます。 

                 担当課所：消費生活課、消費生活支援センター 

 

   （イ）日本語の理解が不十分な外国人住民のために、多言語による情報提供の充実 

     を図ります。 

                              担当課所：国際課 

 

   イ 高齢者等の生活支援に関する情報提供 

     高齢者等の生活支援に関する情報提供の充実を図ります。 

                      担当課所：高齢者福祉課、文化振興課 

○ 情報誌「彩の国くらしレポート」の発行 

 消費者トラブルに関する傾向と対処法、最新の話題等を盛り込んだ高齢者及び

高齢者を見守る人向けの情報誌の発行 

○ 啓発情報「くらしの１１０番」の配信 

  相談事例等を基にした啓発情報の市町村への配信 

○ 消費生活講座の開催 

  市町村等と連携した啓発講座の開催 

○ 啓発資料の作成・配布 

  各種リーフレット類の作成・配布 

○ 介護すまいる館における福祉用具等の展示、普及 

  福祉用具やユニバーサルデザイン商品の展示、普及 

○ ユニバーサルデザインの普及啓発 

  ユニバーサルデザイン推進アドバイザーの派遣などによるユニバーサルデザイ 

 ンの考え方の普及、啓発の実施 

○ 多言語による生活情報、行政情報の提供 

  多言語の「埼玉県外国人の生活ガイド」によるインターネットでの情報提供 
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 （２）高齢者等に対する相談の充実                        

   ア 高齢者等に対する相談体制等の充実 

     介護保険やその他福祉サービス等に関する利用者や家族からの相談に適切に対 

    応する体制の充実を図ります。 

担当課所：地域包括ケア課、障害者福祉推進課、障害者支援課 

 

 

 

○ 高齢者等に対する相談体制の充実 

  高齢者、障害者及びその家族からの相談窓口の設置 
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 （３）高齢者等を見守る人への普及啓発                      

   ア 地域で高齢者等を見守る人への普及啓発 

     高齢者等の消費者被害の未然防止と被害救済のため、地域で高齢者等を見守る 

    人への普及啓発や情報提供の充実を図ります。 

担当課所：消費生活課、消費生活支援センター 

 

 

 

 

○ 「消費者被害防止サポーター」の養成、活用促進 

 「消費者被害防止サポーター」の養成講座、フォローアップ研修及び活動の

場づくりのための交流会の開催 

○ 「埼玉県版高齢者の消費者トラブル見守りガイドブック」の配布、活用 

  「埼玉県版高齢者の消費者トラブル見守りガイドブック」の配布及び高齢者

等を見守る人を対象とした研修会などでの活用 

○ 情報誌「彩の国くらしレポート」の発行（再掲） 

 消費者トラブルに関する傾向と対処法、最新の話題等を盛り込んだ高齢者及

び高齢者を見守る人向けの情報誌の発行 

○ 啓発情報「くらしの１１０番」の配信（再掲） 

  相談事例等を基にした啓発情報の市町村への配信 

○ 消費生活講座の開催（再掲） 

  市町村等と連携した啓発講座の開催 

○ 啓発資料の作成・配布（再掲） 

  各種リーフレット類の作成・配布 
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 （４）高齢者等に対する地域の見守り力の向上                   

   ア 福祉部門と消費生活部門の連携による高齢者等の見守り 

   （ア）高齢者等の消費者被害の未然防止と被害救済のため、市町村における福祉部 

     門と消費生活部門との連携を推進するための支援を行います。 

 

担当課所：消費生活課 

   

   （イ）市町村における消費生活相談窓口と要援護高齢者等支援ネットワーク等との 

     連携を推進するための支援を行います。 

                             担当課所：消費生活課 

 

   イ 市町村の要援護高齢者等支援ネットワークと消費者安全確保地域協議会の設置 

    支援 

   （ア）市町村の要援護高齢者等支援ネットワークの支援を行い、関係機関との連携 

     による高齢者等の見守りの充実を図ります。 

                          担当課所：地域包括ケア課 

 

   （イ）高齢者等の消費者被害の未然防止と被害救済のため、要援護高齢者等支援ネ 

     ットワークのような福祉のネットワークと連携した形で、市町村が消費者安全 

     確保地域協議会を設置するための支援を行います。 

      また、消費者安全確保地域協議会による高齢者等の見守りが円滑に行われる 

     ように、消費者安全確保地域協議会と「消費者被害防止サポーター」との連携 

○ 市町村の福祉部門と消費生活部門との連携支援 

 市町村の福祉部門と消費生活部門との連携を促進するための高齢者の消費者

被害防止フォーラム（情報交換会）の開催 

○ 「埼玉県版高齢者の消費者トラブル見守りガイドブック」の配布活用（再掲） 

  「埼玉県版高齢者の消費者トラブル見守りガイドブック」の配布及び高齢者

等を見守る人を対象とした研修会などでの活用 

○ 要援護高齢者等支援ネットワークの支援 

  市町村における要援護高齢者等支援ネットワークを支援 

○ 高齢者虐待防止対策 

  高齢者虐待対応専門員による関係機関からの相談対応 



 

- 78 - 

 

     を推進します。 

                            担当課所：消費生活課 

 

   ウ 各種団体との連携 

     地域に密着した活動をしている消費者団体・消費生活協同組合や事業者など各

種団体との連携を推進します。 

                          担当課所：消費生活課 

 

 

○ 消費者安全確保地域協議会の設置支援 

  市町村における消費者安全確保地域協議会の設置を支援 

○ 情報交換会等の実施 

  消費者団体との情報共有、相互理解を目的とした定期協議の実施 


